
    令和２年 鳥取市教育委員会 ９月定例会 会議録 

 

１ 日  時  令和２年９月２８日（月） １３時３０分 から 

 

２ 場  所  鳥取市役所本庁舎 ６階 第５会議室 

 

３ 出 席 者   

教育長  : 尾室 高志 

教育長職務代理者： 藤井 喜臣 

委 員 ： 石谷 充 

委 員 ： 山脇 彰子 

委 員 ： 畑 千鶴乃 

 

        〔事 務 局〕 

         副教育長：吉田 博幸 

次長兼教育総務課長：中村 隆弘  

次長兼学校教育課長：岸本 吉弘 

生涯学習・スポーツ課長：中原 登 

文化財課長：佐々木 敏彦  学校保健給食課長：山根 ちはる 

中央図書館長：長本 次郎  教育センター所長：東田 重高  

さじアストロパーク所長：山西 正博 学校教育課参事：田中 浩史 

学校教育課参事：須﨑 ひとみ  教育総務課長補佐：入江 卓司  

生涯学習・スポーツ課長補佐：小谷 昇一 

        〔傍 聴 者〕 ２名 

 

 

４ 会議次第 

 ○行事報告及び行事予定について                   〔教育総務課〕 

 

【説明・協議事項】 

（１）令和３年鳥取市成人式開催について         〔生涯学習・スポーツ課〕 

 

【報告事項】 

（１）９月定例市議会一般質問教育長・副教育長答弁要旨について      〔各課等〕 

（２）鳥取市教育委員会の任命に係る市議会の同意について      〔教育総務課〕 

 



（３）鳥取市学校給食センター整備計画検討委員会の設置について 〔学校保健給食課〕 

（４）史跡鳥取城跡附太閤ヶ平復元整備事業の進捗状況について     〔文化財課〕 

（５）図書館利用に関する広報モニターアンケートの実施について   〔中央図書館〕 

（６）成人年齢引き下げに伴う鳥取市成人式のあり方検討について 

〔生涯学習・スポーツ課〕 

 

 

 

【先回定例会の議事録】 

 

【その他】 

（１）次期定例教育委員会の開催について 

［10 月］令和 2年 10 月 26 日（月）13:30 ～  鳥取市役所本庁舎６階 第４会議室 

    [11 月] 令和 2年 11 月 30 日（月）13:30 ～  鳥取市役所本庁舎６階 第４会議室 

 

 

５ 会議概要  

１３時３０分 開会 

 尾室教育長 あいさつ 

  

○行事報告及び行事予定について  

教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

  

 

【説明・協議事項】 

（１）令和３年鳥取市成人式開催について 

生涯学習・スポーツ課長（資料に基づき説明する。） 

【質疑】 

 （藤井委員） 

   新型コロナウイルス感染症が最初に発生した頃に、例えば、鳥取市内で１人でも

感染すれば市の施設は利用できないとか、県の施設であっても県の警報が出ると利

用できないというように、施設の利用が制限されることがありましたが、それは今

後は制限されないと考えてよいのですか。また、鳥取市のコロナシグナルがオンに

なった場合は、成人式は中止になるのですか。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 

   おっしゃられるとおり、コロナシグナルがオンになれば中止としたいと考えてお



ります。また、県の警報が東部に出た場合ですが、とりぎん文化会館や県の施設を

借りることができない可能性がありますので、それにつきましては、県のご意見を

いただきながら判断していきたいと思います。 

 （藤井委員） 

   先日、鳥取県西部のゴルフ場の建設現場でクラスターが発生して全県に警報が出

ましたよね。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 

   はい、全県警報で、西部地区が特別警報でした。 

 （藤井委員） 

   全県警報になった場合は、県の施設は使えないのですか。全県警報と言われて

も、発生したのは西部地区の一部分ですので、その時に、県全域の施設が利用でき

ないから成人式が中止となるのは、実態と合わない気がします。なるべく施設が利

用できるようにしておかなければいけないのではないかと思います。私としまして

は、施設の利用に関して、成人式は特例として扱ってもよいのではないかと思いま

す。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 

   全県警報時の取り扱いについてももう一度確認をしたいと思います。また、施設

利用につきましても、もう少し調整していく必要があると思っております。 

 （藤井委員） 

   はい、わかりました。それから、直前で中止にする時の備えとしての案ですが、

「自分の振り袖姿を見てほしい」という声もあるようなので、例えば、開催しても

しなくても、希望する人はいなばぴょんぴょんネットなどで１人１５秒程度の時間

でメッセージを伝えてもらったり、自分の PR をしてもらう時間を設けたりするとい

うような対応を考えてもよいのではないかと思います。 

（生涯学習・スポーツ課長） 

   はい、直前に中止する場合のことについて、もう少し検討していきたいと思いま

す。 

 （藤井委員） 

   参加申し込みは、１１月に締め切って、それから先はもう受け付けないというこ

とですか。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 

   はい、期限を曖昧にしてしまうと、会場の準備等に影響が出てきてしまいますの

で、締め切り以降は受け付けないという方向で進めたいと思っております。 

 （藤井委員） 

   はい。わかりました。 

 （畑委員） 



   以前成人式実行委員会は募集中だというご報告があったのですが、その後実行委

員会は立ち上がったのですか。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 

   はい。現在は２人ですが、これからさらに募集していきたいと思います。 

 

 

【報告事項】 

（１）９月定例市議会一般質問教育長・副教育長答弁要旨について 

 

（２）鳥取市教育委員会の任命に係る市議会の同意について 

 

（３）鳥取市学校給食センター整備計画検討委員会の設置について 

 

（４）史跡鳥取城跡附太閤ヶ平復元整備事業の進捗状況について 

【質疑】 

 （山脇委員） 

   擬宝珠橋の横に道がありますよね。そこを今工事していますが、工事はいつ頃ま

で行うのですか。 

 （文化財課長） 

   今年度中には終了する予定でございます。 

 （山脇委員） 

   大手門の完成が令和３年予定ですので、同じくらいの時期に完成するということ

ですか。 

 （文化財課長） 

   道路の工事は、大手門よりは早く終了すると思います。主な工事としては、電線

の地中化と、再舗装になりますので、おそらく雪が降るまでには舗装等は終わって

いると思います。 

 

（５）図書館利用に関する広報モニターアンケートの実施について  

  【質疑】 

 （藤井委員） 

   公民館で申し込んで借りるというシステムはあるのですか。 

 （中央図書館長） 

   公民館ではありませんが、中央と用瀬、気高、またそれ以外の佐治や河原といっ

たコミュニティの図書室が６室ありまして、そこから予約をして本を借りることが

できます。それからもう１つ、市立病院にもございまして、そこからでも予約をし



ていただけます。 

 （藤井委員） 

   市立病院では患者さんが対象ですか。 

 （中央図書館長） 

   患者さんでなくても、市立図書館のカードを作っていただければ利用できます。

医師や看護師の方、近隣の住民の方々にも利用していただけます。 

 （藤井委員） 

   わかりました。 

 （中央図書館長） 

   特に医師の方が専門書等を希望されておりまして、県立図書館から市立図書館が

本を貸していただいて、配送させていただくという格好です。入院されている患者

さんにもご利用いただいておりまして、インターネットや電話でも予約ができます

ので、そちらから予約をしていただいております。 

 （藤井委員） 

   でもそれは自分で図書館にとりに行かないといけないのですよね。 

 （中央図書館長） 

   そうですね、ですが例えば、近くの図書館の方がよいということであれば、そち

らに配送することはできますし、あとは今、３か所コンビニエンスストアにも展開

しておりまして、湖山西、河原の道の駅、気高の道の駅「きらり」でも受け取るこ

とが可能です。 

   ですので、希望によって家や仕事先の近いところで受け取りが可能ですし、返却

するのはどこで返却していただいても構いません。現在はこのようなサービスを展

開させていただいているところです。 

 （藤井委員）   

   それでは支所単位では図書館の本の貸出のシステムがカバーできているというこ

とですね。 

 （中央図書館長） 

   はい、９つのエリアについては利用可能です。 

 （藤井委員） 

   はい、わかりました。 

 

（６）成人年齢引き下げに伴う鳥取市成人式のあり方検討について 

  【質疑】 

 （藤井委員） 

   従来通り、１月３日で固定するということですよね。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 



   はい。 

 （藤井委員） 

   最初の協議事項の部分で案内状を送付すると書いてあったのですが、案内状は何

に基づいて送付されるのですか。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 

   該当する住民基本台帳に基づいて、今年度２０歳になられる方に送付します。 

 （藤井委員） 

   そうすると、住民票を移していたら案内状は届かないということですか。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 

   はい。鳥取市出身で現在県外にお住まいの方につきましては、HP を見ていただい

て、インターネットを通じで申し込みを行っていただくという形です。 

 （藤井委員） 

   もうそれは定着しているのですね。 

 （生涯学習・スポーツ課長） 

   ほとんどこの方法でやってきておりますので、県外に就職されている方や県外の

学校に通われている方につきましても、ご参加いただけると思います。 

  

 

【先回定例会の議事録】 

 

 

 

【その他】 

（１）次期委員会の開催について  

［10 月］令和 2年 10 月 26 日（月）13:30 ～   鳥取市役所本庁舎６階 第４会議室    

［11 月］令和 2年 11 月 30 日（月）13:30 ～   鳥取市役所本庁舎６階 第４会議室 

 

教育長  以上で９月定例教育委員会を終了します。 

閉会   １４時２０分 

 

 

 

 

 

 


